
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉商工会議所・会員限定サービス 

「チラシ同封サービス」を利用しませんか？ 

同封できるチラシ 

チラシ同封サービスとは、当所会員の貴社の商品・製品やサービスの PR チラシを 

鎌倉商工会議所会報に同封し、会員事業所にお届けするサービスです。 

新たな商取引の拡大や広報ツールとして、ぜひご利用ください。 

① 開封率が高い！！ 

  当所会報に同封するため開封率が高く、通常の DMに比べ効果が期待できます。 

② 訴求効果が高い！ 

  不特定多数に配送する DMと違い、会員事業所に対象を絞った効果的な PRができます。 

③ コストパフォーマンスが良い！！ 

  単独の DMに比べ、リーズナブルな価格です。 

○ サービスの利用にあたっては事前にお申込みが必要となり、お申込みは当所会員事業所に

限ります。 

○ 内容や重量等によっては、同封をお断りする場合もあります。 

○ ご利用は、お申込み先着順とします。 

○ チラシに関するお問い合わせやクレーム等の対応は、申込者が行うものとし、当所は一切

の責任は負いません。 

同封のメリット 

  １回につき ８,８００円（税込）  

 

同封サービス料金 

鎌倉商工会議所 総務課 会報担当 若井 

TEL０４６７（２３）２５６１  FAX ０４６７（２５）０９００ 

Mail  wakai@kamakura-cci.or.jp 

 

 

申込み・問合せ先 

サービス利用に当たってのご注意 

 同封できるチラシは、 

〇新商品・新サービスの案内  ○各種キャンペーン案内  ○事業 PR   

○福利厚生サービスの案内   ○イベントや説明会の案内 ○お中元・お歳暮商品の案内 など 

チラシのサイズは、Ａ４判１枚（両面可）。 

１回に同封できる事業所の数は５社まで、同封できるチラシは１社１枚とします。 

 

  「信書」に該当するチラシは同封できません 

「会員各位」「鎌倉商工会議所会員の皆様へ」など、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな 

文言が記載されているチラシは同封できませんのでご注意ください。 

mailto:wakai@kamakura-cci.or.jp


申 込 年 月 日

会　　員
事業所名

代表者名

電話番号
ＦＡＸ

番　号

業　　種 担当者名

同封希望
会報月

同封チラシ類
内　　容

【当所使用欄】 専務理事 事務局長 課長 担当者

鎌倉商工会議所会報チラシ同封サービス利用申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

令和　　　年　　　月　　　日

FAX　０４６７－２５－０９００

　　□ 第１希望　　（　　　）月号　　　　　　　□ 第２希望　　（　　　）月号　　　

　□ 商品・サービス案内　　　　　□ 各種キャンペーン案内　　　□ 事業ＰＲ案内

　□ 福利厚生サービス案内　　  □ イベント・説明会案内　　　 □ 企業向け情報案内
　
　□ お中元・お歳暮商品案内　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　<提出・問合せ先>　　鎌倉商工会議所　総務課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ 0467(23)2561     ＦＡＸ0467(25)0900

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ同封サービスのポイント
○ 同封できるチラシ
　　会員事業所の事業ＰＲ等に関するもの（内容が公序良俗に反しているもの、関係法規に違反しているもの、政治・
    宗教に関するもの等会議所が不適切と認めるものは除きます)

○　同封するためには

　　 事前に、チラシ同封サービス利用申込書とチラシの見本を添付して申し込みください。
　

　　承認を受けた後、チラシ２０８０枚を会議所にお持ちください。

　　同封は、申し込み先着順です（希望月の申込状況につきましては、事前にお問い合わせください）
　

○　同封できるチラシの大きさ等

　　１事業所１回　Ａ４版１枚（表裏印刷、カラーは問いません）。１回の同封は５事業所まで。

○　料金　　１回につき　８,８００円（税込）　承認後、チラシお持ち込み時にお支払いください。
　

（注意）　チラシ類の内容に関する問い合わせ、クレーム等の対応は、チラシ同封サービス申込者が行うも
　　　　　  のとし、当会議所は一切の責任は負いません。

　　　　　　　　　　　「信書」に該当するチラシは同封できませんのでご注意ください。

会員確認


